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高濃度PCB廃棄物について

JESCOによる高濃度PCB処理事業は令和７年度末までに終了
(北九州エリアのJESCO登録期限は令和7年8月29日)



高濃度PCB廃棄物について

【新たに存在が発覚した場合】
高濃度PCB廃棄物は新たな処理体制において適正に処理されるまで、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第2項の特別管理産業廃棄物保管基準に従い、
生活環境保全上の支障が生じないように適正保管を実施する必要あり
※(対応の詳細は「北九州市PCB処理に関する情報サイト」をご確認ください)

北九州市PCB処理に関する情報サイト抜粋(https://waste-info.jp/pcb/e_procedure/e100/)

https://waste-info.jp/pcb/e_procedure/e100/


低濃度PCB廃棄物について



ご清聴
ありがとうございました。


